
　・JSA(日本ソフトボ－ル協会)で受講者とりまとめ(一時承認)、JSPO(日本スポ－ツ協会)開催申請提出。

スタ－トコ－チ養成講習会受講の手引き　(前期)

令和4年10月登録  4月 1日～5 月15日開催

1.　受講調査　　令和4年2月上旬～

　・山形県ソフトボ－ル協会より開催通知　(HP掲載、関係各所へ募集をかける。)

　・受講者より山形県ソフトボ－ル協会へ問合せ。 (HP確認(講習会の有無、受講条件、申込期間等)

2　申込み　(3月28日(月)～開催3週間前・4月13日(水)まで)

　・山形県協会へ仮申し込みを行う。　令和4年3月8日(火)～3月21日(月)迄

　・山形県協会より仮申込者へ本受講申込案内を配布。

　・リファレンスブック購入の有無確認。

　・受講希望者は、JSPO「指導者マイペ－ジ」より本受講申込。　令和4年3月28日(月)～4月13日(水)迄

　・後日JSPOより認定証・登録証が送付されてから、令和5年4月1日付で公認スタ－トコ－チとして

　・山形県協会にてリファレンスブック手配。

3　講習会参加　(令和4年 4月 1日～ 5月15日)

　・受講者は講習会に参加。　　(参加料@10,000円を都道府県協会へ納入)

　　※講習会当日会場受付に納入。

　・講習会実施 (令和4年 5月  8日(日)) 開催要項のとおり。

　・講習会実施報告をJSAへ報告。

4　初期登録手続き  (令和4年8月頃)

　・JSPOより登録案内(郵便・メ－ル)が送付される。

　・受講者は登録内容確認のうえ登録料をJSPOへ納入　(23,000円、ただしこれ以外の場合もある)

6　更新登録手続き　(令和8年8月頃)　

　　認定・登録される。

5　更新研修　(令和4年10月1日～令和8年3月31日)

　・有効期限が切れる半年前までに更新研修を受講する。

　・山形県協会で更新研修開催準備　(期日・会場・講師等の調整)　JSAへ実施申請提出。

　　※11月に県協会独自で開催している、義務研修会受講も可能である。

　・JSAで内容確認し、JSPOに申請、承認を得る。

　・更新研修の開催・実施報告をJSAに報告。

　・JSAよりJSPOへ講習会修了者報告を提出。

　　※更新研修は、有効期限が切れる半年前までに更新研修を受講する。

　・JSPO より更新研修修了者へ更新案内送付 (郵送・メ－ル)

　・登録者は登録内容を確認・登録料(4年間)JSPOに納入。 (20,000円、ただしこれ以外の場合もある)

　・後日JSPOより登録証が送られてくる。　

　・登録者は、令和8年10月1日付で資格更新となる。　(有効期限は、令和12年9月30日)

　　※初期登録日により変更あり。


